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掛川市条例第１２号

掛川市営住宅管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年３月２３日

掛川市長

（別紙）
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掛川市営住宅管理条例の一部を改正する条例

掛川市営住宅管理条例（平成17年掛川市条例第144号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正後の欄にあっては

「改正後の部分」という｡)については、次のとおりとする。

(1) 改正部分及びそれに対応する改正後の部分が存在するときは、当該改正部分を当該改正後の部分に

改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後の部分のみ存在するときは、当該改正後の部分を加える。

改 正 前 改 正 後

（同居の承認） （同居の承認）

第12条 （略） 第12条 （略）

２ 市長は、次のいずれかに該当する場合におい ２ 市長は、次のいずれかに該当する場合におい

ては、前項の承認をしてはならない。 ては、前項の承認をしてはならない。

(1) （略） (1) （略）

(2) 省令第10条第１項第２号に該当する場合 (2) 省令第11条第１項第２号に該当する場合

(3) （略） (3) （略）

（入居の承継） （入居の承継）

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去し 第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去し

た場合において、その死亡時又は退去時に当該 た場合において、その死亡時又は退去時に当該

入居者と同居していた者が引き続き当該市営住 入居者と同居していた者が引き続き当該市営住

宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居 宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居

していた者は、省令第11条で定めるところによ していた者は、省令第12条で定めるところによ

り、市長の承認を得なければならない。 り、市長の承認を得なければならない。

２ （略） ２ （略）

（家賃の決定） （家賃の決定）

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条 第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条

第３項の規定により認定された収入（同条第４ 第３項の規定により認定され、又は法第16条第

項の規定により更正された場合には、その更正 ４項の規定により把握された収入（次条第４項

後の収入。第28条において同じ｡)に基づき、近 の規定により更正された場合には、その更正後

傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定め の収入。第28条において同じ｡)に基づき、近傍

られたものをいう。以下同じ｡)以下で政令第２ 同種の住宅の家賃（第３項の規定により定めら

条に規定する方法により算出した額とする。た れたものをいう。以下同じ｡)以下で政令第２条

だし、入居者からの収入の申告がない場合にお に規定する方法により算出した額とする。ただ

いて、第35条第１項の規定による請求を行った し、入居者からの収入の申告がない場合におい

にもかかわらず市営住宅の入居者がその請求に て、第35条第１項の規定による請求を行ったに

応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍 もかかわらず市営住宅の入居者がその請求に応

同種の住宅の家賃とする。 じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同

種の住宅の家賃とする。

２・３ （略） ２・３ （略）
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（市営住宅建替事業に係る家賃の特例） （市営住宅建替事業に係る家賃の特例）

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入 第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入

居者を新たに整備された市営住宅に入居させる 居者を新たに整備された市営住宅に入居させる

場合において、新たに入居する市営住宅の家賃 場合において、新たに入居する市営住宅の家賃

が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることと

なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要 なり、当該入居者の居住の安定を図るため必要

があると認めるときは、第14条第１項、第30条 があると認めるときは、第14条第１項、第30条

第１項又は第32条第１項の規定にかかわらず、 第１項又は第32条第１項の規定にかかわらず、

政令第11条で定めるところにより、当該入居者 政令第12条で定めるところにより、当該入居者

の家賃を減額するものとする。 の家賃を減額するものとする。

（市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ （市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅へ

の入居の際の家賃の特例） の入居の際の家賃の特例）

第39条 市長は、法第44条第３項の規定による市 第39条 市長は、法第44条第３項の規定による市

営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴 営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴

い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入 い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入

居させる場合において、新たに入居する市営住 居させる場合において、新たに入居する市営住

宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超え 宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超え

ることとなり、当該入居者の居住の安定を図る ることとなり、当該入居者の居住の安定を図る

ため必要があると認めるときは、第14条第１ ため必要があると認めるときは、第14条第１

項、第30条第１項又は第32条第１項の規定にか 項、第30条第１項又は第32条第１項の規定にか

かわらず、政令第11条で定めるところにより、 かわらず、政令第12条で定めるところにより、

当該入居者の家賃を減額するものとする。 当該入居者の家賃を減額するものとする。

附 則

この条例は、平成30年４月１日から施行する。


